
議 事 日 程

第６回定例会

Ｒ５.６.９ 午後４時

狛江市役所４階特別会議室

１ 審議事項

２ 報告事項

（１） 議案第 18 号

狛江市教育委員会公印規則の一部を改正する規則

（２） 議案第 19 号

令和５年度市民プールの実施期間等の変更について

－議会報告－

（１） 令和５年狛江市議会第１回臨時会の結果について

－行政報告－

な し

－事務報告－

（１） 狛江市立学校における一斉閉庁の実施について

（２） 狛江市教育委員会と専修大学スポーツ研究所とのスポーツ及び教育分野

に関する連携・協力に関する包括協定の締結について



議案第 18 号

狛江市教育委員会公印規則の一部を改正する規則

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和５年６月９日

提出者 狛江市教育委員会

教育長 柏原 聖子

提案理由

狛江市教育委員会並びにその所管に属する教育機関における公印に関する

必要な事項について、所要の改正を行う。



狛江市教育委員会公印規則の一部を改正する規則（案）

令和５年 月 日

教育委員会規則第 号

狛江市教育委員会公印規則（昭和 45 年教委規則第８号）の一部を次のように改正する。

付 則

この規則は，公布の日から施行し，平成 27 年４月１日から適用する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

名称 ひな型

番号

書体 寸法

ミリ

用途 管守責

任者

狛江市

教育委

員会印

１ てん

書

方 30 横書辞

令，賞

状及び

一般文

書用

学校教

育課長

（略）

狛江市

教育委

員会教

育長印

５ てん

書

方 21 一般文

書用

学校教

育課長

（略）

東京都

狛江市

立狛江

第何学

校之印

12 てん

書

縦 60

横 60

証書用

（たて

書）

各学校

長

（略）

東京都

狛江市

立図書

館之印

26 てん

書

方 30 一般文

書用

図書館

長

（略）

名称 ひな型

番号

書体 寸法

ミリ

用途 管守責

任者

狛 江 市

教 育 委

員会印

１ てん

書

方 30 横書辞

令，賞

状用

学校教

育課長

（略）

狛 江 市

教 育 委

員 会 教

育長印

５ ″ 方 21 ″ ″

（略）

東 京 都

狛 江 市

立 狛 江

第 何 学

校之印

12 ″ 縦 60

横 60

証書用

（たて

書）

各学校

長

（略）

東 京 都

狛 江 市

立 図 書

館之印

26 ″ 方 30 一般文

書用

図書館

長

（略）
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議案第18号 別紙



議案第 19 号

令和５年度市民プールの実施期間等の変更について

上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和５年６月９日

提出者 狛江市教育委員会

教育長 柏原 聖子

提案理由

狛江市体育施設条例施行規則（平成 20 年教育委員会規則第 10 号）第４条に

基づき、今年度の市民プールの休場日を変更する。



令和５年度市民プールの実施期間等の変更について（案）

指定管理者との協議を踏まえ、下記の通り市民プールの実施期間等を変更いたしたい。

記

（１）実施期間の変更

以下の通り実施期間を変更する。

変更前 ７月 15日から８月 31 日まで

変更後 ７月 13日から８月 31 日まで

（２）開始時間の変更

以下のとおり、開始時間を変更する。なお、対象期間は「夏休み短期水泳教室」を実施する

日とする。

変更前 ９時 30 分から

変更後 ８時 15 分から

※「夏休み短期水泳教室」の実施期間

第１期 ７月 24 日から７月 27 日まで（天候不良の場合は７月 28日まで）

第２期 ７月 31 日から８月３日まで（天候不良の場合は８月４日まで）

第３期 ８月７日から８月 10 日まで（天候不良の場合は８月 11日まで）

第４期 ８月 21 日から８月 24 日まで（天候不良の場合は８月 25日まで）

1

議案第19号 別紙



■令和５年狛江市議会第１回臨時会の結果について

（会期：令和５年５月 16 日）

○議案（教育委員会関連）

議案 結果

議案第 23 号 令和５年度狛江市一般会計補正予算（第１号） 可決

1

議会報告(１)



狛教教学発第 000183 号

令和５年 月 日

狛江市立学校長 各位

狛江市教育委員会

教育部長 波瀬 公一

（ 公 印 省 略 ）

狛江市立学校における一斉閉庁の実施について（依頼）

市立学校の教職員のワークライフバランスの向上を図るとともに、学校施設の一斉点検等を実施

するため、下記のとおり、市立学校全校の閉庁日を設定いたします。

つきましては、下記記載の依頼事項に御協力をお願いいたします。

貴管下の教職員に遺漏なく周知いただくとともに、別紙の案内文を保護者に配布していただきま

すようお願いいたします。

記

・閉庁期間は、８月７日（月）から８月 11 日（金）までとする。

・この間、校舎内には立ち入らないこととする。

・この間、証明書の発行等の窓口業務及び電話対応は、原則として行わないこととする。

・この間、児童・生徒の登校や校内での部活動は、原則として行わないこととする。

・この間、緊急の事態が発生したときは、教育委員会に連絡する。

※なお、一斉閉庁期間中において、学童クラブは開設いたします。
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事務報告(１)



令和５年 月 日

保護者の皆様

狛江市立学校における学校閉庁の実施について

日頃より、学校運営と狛江市の教育行政に御協力をいただき、誠にありがとうございます。

昨年度に引き続き、本年度も狛江市立学校の教職員のワークライフバランスの向上と、学校施設

の一斉点検等を行うため、狛江市立学校全校の閉庁日を設定することとしましたので、お知らせし

ます。

この期間は、原則として教職員は出勤せず、証明書の発行等の窓口業務は行いません。電話につ

いても、自動音声ガイダンスによる応答となり、教職員による対応はいたしません。原則として児

童・生徒の登校等も行いません。（学童クラブは開設します。）

学校閉庁期間：８月７日（月）から８月 11 日（金）まで

-８月-

（※前後の土日を合わせて、９日間連続の学校閉庁）

なお、緊急時は下記の連絡先に御連絡ください。

○緊急時連絡先

狛江市教育委員会 03-3430-1111（狛江市役所代表）

・児童生徒に係る緊急事態 指導教職員係（内線 2332）

・上記以外の問合せ 教育庶務係 （内線 2321）

月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12 13

山の日

学校閉庁期間
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事務報告(２)


